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「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイド
ライン（一部改訂）」の概要について

　近年、超大規模化、超複雑化した防火対象物（以下「超
大規模防火対象物等」という。詳しい定義は後述。）が
出現している。超大規模防火対象物等の多くは、建物に
不案内かつ多様な在館者が多数利用する大規模な集客施
設となっており、火災時や地震時の安全性を確保するた
め、当該防火対象物におけるハード面の対策の状況に応
じ、自衛消防組織の活動を特に有効に機能させることが
必要となる。
　このような状況を踏まえ、「超大規模防火対象物等に

　今回の改訂により、超大規模防火対象物等におけるシ
ナリオ非提示型図上訓練の実施要領や訓練シナリオの例
を追加している。シナリオ非掲示型図上訓練のイメージ
については下図を参照のこと。

はじめに

ガイドライン改訂内容

消防庁予防課

シナリオ非掲示型図上訓練イメージ図（実証訓練結果）

おける自衛消防活動のあり方に関する検討部会」を開催
し、その検討結果を踏まえ、ガイドライン（改訂版）を
とりまとめたので、その概要を紹介させて頂く。
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　また、超大規模防火対象物等における課題や課題解決
に向けた先進的な事例等の追加や大規模防火対象物の防
火安全対策のあり方に関する検討部会報告書（平成24
年２月消防庁）等の過去の関連する検討結果の反映を
行っている。
　主な概要としては、複数の防災センターへの対策や、
自衛消防活動で特に重要な対応行動の明確化等、大規模
な防火対象物の多くに共通する事項を加えているため、
超大規模防火対象物等に限らず、自衛消防組織の設置義
務が生じる防火対象物等の関係者や指導にあたる消防職
員は参考にして頂きたい。当ガイドラインの詳細につい
ては「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライ
ンの改訂について」（平成31年３月22日消防予第96号）
を参照頂きたい。（URL:https://www.fdma.go.jp/singi_
kento/kento/items45787/jieishobo3_3.pdf）

　検討部会報告書の末尾には、今後の取組という項目を
設け、この超大規模防火対象物等について、より効果的
な施策推進のために、３つの提案がされている。
①�　消防機関において、改訂したガイドラインを超大規
模防火対象物等の施設関係者に周知して、本検討部会
でとりまとめた訓練の充実・強化方策を取り入れた訓
練の実施を促進することが望ましい。�
②�　超大規模防火対象物等における訓練の充実・強化に
向けた取組を促進するうえで、知見や実績がある団体
等において、改訂したガイドラインのポイントを分か
り易く解説したマニュアルを作成するとともに、訓練
のシナリオ作成や訓練時の想定付与といった訓練の実
施を支援する取組が行われることが望ましい。�
③�　消防庁において、実証訓練の結果を踏まえ課題とし
てあげられた、高さが200m以上の超大規模防火対象
物における、火災や地震時の大人数の避難者の適切な
誘導について、当該防火対象物の防火・防災上の特性
等を踏まえて、その効性を確認する手法を検討するこ
とが望ましい。
　これらの意見を踏まえ消防庁としても、シナリオ非掲
示型図上訓練の実施要領を施設関係者向けに分かりや
すく解説したリーフレットを作成するなど、改訂したガ
イドラインの普及推進を図るとともに、有識者等から挙
げられた意見について積極的に取り組んでいく予定で
ある。

おわりに

消防機関におかれても超大規模防火対象物等の特性を踏
まえ、当報告書や当ガイドライン等を参考にして、有効
な指導を講じて頂きたい。

問合わせ先
　消防庁消防庁予防課
　TEL: 03-5253-7523
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